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「訪問販売・電話勧誘販売等の勧誘に関する問題についての検討」への意見書 

 
全国消費者団体連絡会  
河 野  康 子 

 
 第１回特定商取引法専門調査会時に提出しました「特定商取引法改正への問題

意識」の意見書と重複する内容がありますが、本日の調査会の開催に際し、本

意見書を提出いたします。 

 

訪問販売・電話勧誘販売の行為規制の拡充を求めます 

 
１．当団体の「消費者契約に関する意識調査」より 

2015年3月、当団体では、別途開催されている消費者契約法専門調査会の議論
に資するために「消費者契約に関する意識調査」を実施しました。 

 

（１）電話による繰り返し勧誘に関する意識調査 

当該意識調査では、繰り返し勧誘については、「事業者から繰り返し勧誘

の電話を受けて契約（購入）した経験の有無」と「電話による繰り返し勧誘

を受けて契約（購入）した時の状況」を尋ねました。 

「事業者から繰り返し勧誘の電話を受けて契約（購入）を行った経験があ

る」と回答した人は1680名のうち157名（9.3%）でした。そして、契約（購
入）経験があると回答した157名のうち69名（43.9％）が「度重なる勧誘で
面倒になって契約（購入）してしまった」、7名（4.5％）が「怖くなって契
約（購入）してしまった」としています。 

電話勧誘販売については、制定当初から当該契約への再勧誘禁止規定が存

在していますが、本行為規制の導入目的（消費者が「意に反した勧誘」を受

けることの防止）が十分に達成されているとは言い難い状況ですので、不招

請勧誘を禁止（招請勧誘以外の禁止又は一般的拒否者勧誘の禁止）する行為

規制の拡充が必要です。 

 

（２）不招請勧誘に関する意識調査  

当該意識調査では、不招請勧誘（訪問販売と電話勧誘販売を含む）について

迷惑と感じるかどうかについても尋ねたところ、1680名のうち、実に96.3%
（1617名）が迷惑と感じると回答しました。そして、自由記入欄には、迷惑
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と感じると回答した者の95.2%がなんらかの記述をしており、不招請勧誘に対
する反発が強いことを実感しましたので、不招請勧誘に対する行為規制（具体

的には、招請勧誘以外を禁止する又は一般的拒否者への勧誘を禁止する）が必

要です。 

 

２．最近の若年層のトラブル事例より 

学生を対象とした投資情報DVDの販売事案では、学生ローンを借りるよう
強く勧め契約を締結させるといった例が多発しました。 

個品割賦に対する規制が強化される一方拡大してきた手法であり、適合性へ

の配慮も求められているところから、消費者に金銭の借入を強く勧めたり、金

融機関から預貯金を引き出させるような行為も規制対象とすることを検討す

べきと考えます。  

 

【添付資料】 

○「消費者契約に関する意識調査」 抜粋 
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